
　

治
承
四
年
五
月
の
宇
治
川
合
戦
こ
そ
源
平
合
戦
の
幕
開
け
で
あ
る
が
、『
平
家
物
語
』
を
辿
る
に
、
劣
勢
の
為
、
三
井
寺
よ
り
南
都
に

落
ち
る
途
中
の
宮
方
を
平
家
が
急
追
。
悪
僧
達
の
超
人
的
な
奮
戦
で
、
平
家
は
宇
治
橋
の
橋
桁
を
渡
し
倦
み
、
侍
大
将
の
上
総
介
忠
清
が
、

迂
回
策
を
献
言
し
た
時
、

自
二
リ
平
家
□
方
一
、
足ア
シ
カ利ヽ
ノ
又
太
郎
忠
綱
ハ
馬
ノ
足
閑
カ
ニ
歩ア
ユ
マ
セ
打
二
莅ノ
ソ
ミ
ツ
ヽ
河
ノ
岸
一
ニ
、
弓
ヲ
ハ
取
直
ツ
ヽ
、
引
二
ヘ
手
縄
一
ヲ
申
ケ
ル
ハ
、

是カ
ク
テ
ハ
今
日
ノ
軍サ不
レ
可
二
事
行
一
ク
、
於
忠
綱
一
ニ
命
ヲ
ハ
奉
レ
君
ニ
、
骸
ヲ
ハ
曝
二
シ
ツ
ヽ
宇
治
河
ノ
瀬
一
ニ
、
名
可
レ
ト
留
二
後
代
一
ニ
只
一
人

河
ヘ
打
入
ル
ト
テ
（
四
部
合
戦
状
本
巻
四
）
⑴

と
、
颯
爽
た
る
武
者
振
り
が
眩
い
、
足
利
又
太
郎
忠
綱
が
渡
河
を
敢
行
す
る
。
同
人
の
渡
河
は
現
存
『
平
家
』
諸
本
で
一
致
し
⑵
、
更
に
、

伯
父
ニ
倍ス屋
ノ
小
七
郎
、
子
息
ノ
七
郎
太
郎
、
小
野ノ

寺
ノ
禅
師
太
郎
、
吉
水
ノ
五
郎
、
那
波
ノ
太
郎
、
佐サ
ヌ
キ貫
ノ
四
郎
大
夫
、
大
胡コ

・
大
室
・

深
栖
・
山
ノ
上
、
郎
等
ニ
ハ
利
根
ノ
呂
四
郎
、
大
賀ア安
ノ
五
郎
、
彦ヒ
コ

間マ

ノ
四
郎
、
田
中
ノ
宗
太
三
百
余
騎
打
入
〻
〻

と
一
門
郎
等
を
率
ゐ
、
馬
筏
を
組
ん
だ
と
あ
り
、
自
身
は
、

俵タ
ハ
ラ

藤
太
秀
郷
カ
末
葉
足
利
ノ
太
郎
俊
綱
嫡
子
又
太
郎
忠
綱
、
生
年
十
七
歳
、
是
ク
コ
ソ
懸
レ
レ
ト
先
ハ
、
喚
ハ
ツ
テ
懸
ル
、
残
リ
ノ
勢
モ
見
レ

之
ヲ
、
我
不
レ
シ
ト
劣ヲ
ト
ラ
渡
シ
ケ
リ

と
名
乗
り
⑶
、
残
り
の
勢
も
渡
河
し
た
と
す
る
。

足
利
忠
綱
治
承
宇
治
渡
河
先
陣
譚
の
成
立
に
つ
い
て佐

々
木
　
紀
　
一

一
、『
平
家
物
語
』
足
利
忠
綱
先
陣
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そ
の
系
譜
も
、
同
伴
し
た
交
名
の
一
部
も
諸
本
間
で
異
同
が
あ
る
が
、『
尊
卑
分
脈
』
等
他
の
史
料
に
確
認
で
き
る
⑷
。
更
に
一
部
伝

本
で
は
そ
の
後
、
一
族
間
で
そ
の
恩
賞
分
配
の
訴
訟
が
あ
つ
た
と
す
る
⑸
。
恩
賞
の
一
つ
と
し
て
清
盛
が
新
田
庄
を
給
付
す
る
事
自
体
史

実
で
は
有
り
得
な
い
と
さ
れ
る
が
⑹
、
野
口
氏
論
で
は
、
一
門
渡
河
、
論
功
行
賞
ま
で
を
物
語
の
創
作
と
す
る
事
は
不
自
然
と
す
る
。

　

足
利
忠
綱
の
渡
河
は
『
吾
妻
鏡
』
に
も
、

去
年
夏
之
比
、
可
誅
滅
平
相
国
一
族
之
旨
、
高
倉
宮
被
下
令
旨
於
諸
国
畢
、
小
山
則
承
別
語
、
忠
綱
非
其
列
、
太
含
欝
憤
、
加
平
氏
、

渡
宇
治
河
、
敗
入
入
道
三
品
頼
政
卿
之
軍
陣
、
所
奉
射
宮
也
（
養
和
元
年
閏
二
月
二
十
三
日
条
）

と
言
及
が
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』「
藤
成
孫
」（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
に
も
、

と
そ
の
記
載
が
あ
り
、『
夜
藤
文
書
』
所
収
秀
郷
流
系
図
に
も
（
略
記
）、

と
見
え
た
⑺
。
以
上
か
ら
足
利
忠
綱
の
渡
河
は
史
実
で
、『
平
家
』
も
そ
れ
を
伝
へ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
て
き
た
訳
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
時
、
渡
河
し
た
の
が
足
利
忠
綱
で
は
な
く
、
同
名
で
は
あ
る
が
、
平
家
家
人
藤
原
忠
綱
（
以
下
、
判
官
忠
綱
と
す
る
）
で

あ
つ
た
と
し
て
、
数
百
年
来
の
通
説
を
覆
し
た
の
が
、
野
口
氏
論
で
あ
つ
た
。
即
ち
当
時
の
公
家
の
日
記
を
閲
す
る
に
、
足
利
忠
綱
の
渡

河
に
は
言
及
が
な
い
。
対
し
て
、

足
利
次
郎　

或
泰
ー

康
綱

又
二
郎

宗
綱定

証

二
郎時綱

　
　

太
郎

足
利　

出
羽
守

俊
綱

同
又
太
郎　

治
承
宇
治
合
戦
之
時

忠
綱

前
陣
渡
川　
　
　

仁　
　

僧
都

足
利
次
郎
大
夫

同
太
夫

同
又
太
郎　

宇
治
河
始
渡
仁
也

家
綱　
　
　
　

俊
綱　
　
　
　

忠
綱
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検
非
違
使
景
高
〔
飛
騨
守
景
家
嫡
男
〕、
同
忠
綱
〔
上
総
守
忠
清
一
男
〕
等
已
下
士
卒
三
百
余
騎
、
逐
責
之
、
于
時
敵
軍
於
宇
治
平

等
院
羞
喰
之
間
也
、
依
引
宇
治
川
橋
、
忠
清
已
下
十
七
騎
、
先
打
入
、
河
水
敢
無
深
、
遂
得
渡
（『
玉
葉
』
治
承
四
年
五
月
二
十
六

日
条
）
⑻

と
あ
り
、
ま
た
、

飛
騨
守
景
家
・
上
総
守
忠
清
等
発
向
宇
治
之
間
、
宮
先
渡
橋
給
、
彼
方
甲
兵
引
橋
、
景
家
責
寄
於
橋
上
合
戦
之
間
、
忠
景
又
追
来
、

伴
類
十
余
騎
作
時
、
打
入
馬
於
河
中
、
橋
上
方
有
歩
渡
瀬
、
或武

士
イ又

雖
深
淵
、
以
馬
筏
、
郎
等
二
百
余
騎
渡
河
、
於
平
等
院
前
合
戦
、

景
家
得
頼
政
入
道
頸
、
忠
清
得
兼
綱
〔
大
夫
尉
〕
頸
（『
山
槐
記
』
同
日
条
）

と
あ
る
事
を
見
る
に
、
渡
河
先
陣
は
平
家
郎
等
で
、
判
官
忠
綱
父
の
上
総
介
忠
清
が
率
ゐ
⑼
、『
愚
管
抄
』
巻
五
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）

に
も
「
馬
筏
」
を
組
ん
だ
と
の
風
聞
の
あ
つ
た
事
が
分
か
る
。
野
口
氏
論
で
は
、
同
時
に
子
息
の
判
官
忠
綱
も
渡
河
し
た
と
推
測
し
、
そ

れ
が
足
利
忠
綱
に
変
更
さ
れ
た
と
す
る
。
更
に
同
時
に
渡
河
し
た
足
利
一
門
が
十
六
人
で
あ
つ
た
と
す
る
事
は
、
先
の
『
玉
葉
』
の
「
忠

清
已
下
十
七
騎
」
を
承
け
た
数
か
と
も
推
測
す
る
。

　

源
兼
綱
を
討
つ
た
官
兵
を
前
掲
『
山
槐
記
』
で
は
忠
清
と
す
る
が
、
同
記
五
月
二
十
六
日
条
の
頸
注
文
で
は
忠
綱
と
あ
る
。
こ
れ
は
忠

綱
自
身
が
渡
河
し
た
故
の
殊
勲
と
解
す
る
、
或
は
、

前
将
軍
聞
此
由
之
後
、
無
左
右
遣
上
総
守
忠
清
・
飛
騨
守
景
家
等
令
追
、
勇
武
之
至
、
不
旋
踵
歟（『
親
経
卿
記
』五
月
二
十
六
日
条
）⑽

や
、

於
宇
治
橋
辺
、
官
兵
忠
清
・
景
高
等
合
戦
数
剋
（
京
都
大
学
総
合
博
物
勧
修
寺
本
『
皇
代
暦
』）

と
あ
り
、『
山
槐
記
』
五
月
二
十
六
日
条
所
載
の
注
進
で
、
判
官
忠
綱
の
得
た
首
級
が
、『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
五
「
南
都
騒
動
始
」
で
は
、

忠
清
又
兼
綱
・
義
清
・
唱
法
師
・
配
カ
首
ヲ
サ
ヽ
ケ
テ
、
同
参
シ
ケ
リ

と
、
忠
清
の
功
績
と
な
る
事
を
見
る
に
、
忠
清
・
忠
綱
親
子
、
景
家
・
景
高
親
子
の
間
で
、
軍
功
の
移
動
、
混
同
が
あ
つ
た
可
能
性
も
あ

る
と
し
よ
う
。
更
に
先
の
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
、『
太
平
記
』
⑾
、
銘
尽
諸
本
⑿
等
は
、
全
て
『
平
家
』
を
承
け
た
と
説
明
可
能
で
あ
る
。
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ま
た
秀
郷
流
の
他
の
系
図
⒀
に
は
足
利
忠
綱
の
宇
治
川
渡
河
が
無
い
事
か
ら
す
る
と
、『
尊
卑
』・『
夜
藤
文
書
』
の
渡
河
記
事
も
、
後
補

と
見
る
事
が
出
来
る
。

　

前
掲
の
『
吾
妻
鏡
』
養
和
元
年
閏
二
月
二
十
三
日
条
で
は
、
高
倉
宮
の
令
旨
を
受
け
た
小
山
氏
へ
の
対
抗
か
ら
足
利
忠
綱
は
平
家
側
に

就
き
、
渡
河
し
た
事
に
成
る
。
し
か
し
忠
綱
の
動
機
も
さ
う
だ
が
、
小
山
氏
の
令
旨
拝
受
の
事
実
は
不
明
。
更
に
宮
の
謀
反
発
覚
⒁
か
ら

合
戦
（
同
二
十
六
日
）
ま
で
の
期
間
を
考
へ
る
と
、
そ
の
間
に
足
利
忠
綱
が
上
洛
し
た
と
す
る
と
時
間
的
余
裕
が
無
い
。
或
は
頼
政
が
宮

の
御
所
に
赴
き
、
謀
反
を
勧
め
た
の
が
治
承
四
年
四
月
九
日
⒂
で
、
頼
朝
の
元
に
使
の
行
家
が
到
着
し
た
の
が
同
二
十
七
日
と
あ
る
事
を

事
実
と
し
⒃
、
下
野
に
令
旨
が
到
着
し
た
時
期
を
ほ
ぼ
そ
の
頃
の
四
月
末
日
前
後
と
し
て
、
足
利
忠
綱
が
そ
れ
を
察
知
し
、
急
遽
上
洛
し

た
と
す
る
と
、
発
覚
・
合
戦
の
期
日
に
確
か
に
間
に
合
ふ
が
、
謀
反
露
顕
の
新
説
を
構
へ
る
事
と
な
る
だ
ら
う
。
こ
の
『
吾
妻
鏡
』
の
当

記
事
は
史
実
と
し
て
十
全
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
目
下
、
野
口
氏
論
の
指
摘
し
た
通
り
、『
平
家
』
の
足
利
忠
綱
渡
河
説
が
確

証
を
欠
く
事
は
確
か
で
あ
ら
う
。

　

問
題
は
足
利
忠
綱
が
判
官
忠
綱
に
取
つ
て
替
は
る
理
由
の
説
明
で
あ
る
。
野
口
氏
論
は
、
足
利
忠
綱
が
「
田
原
又
太
郎
忠
綱
」
と
称
さ

れ
て
ゐ
た
事
か
ら
、
先
祖
の
英
雄
田
原
藤
太
秀
郷
と
重
な
る
事
⒄
、
秀
郷
の
名
字
の
田
原
は
宇
治
近
く
に
あ
る
が
、
同
地
は
壬
申
の
乱
・

恵
美
押
勝
の
乱
の
戦
場
で
あ
つ
た
事
か
ら
、
連
想
と
し
て
『
平
家
』
の
宇
治
川
渡
河
に
足
利
忠
綱
が
登
場
し
た
と
推
定
す
る
。

　

秀
郷
が
田
原
藤
太
と
称
さ
れ
る
の
は
平
安
時
代
後
期
の
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
五
ノ
五
「
平
維
茂
罰
藤
原
諸
任
語
」（
日
本
古
典
文

学
大
系
）
に
見
え
る
が
⒅
、
足
利
忠
綱
が
「
田
原
又
太
郎
忠
綱
」
と
見
え
る
文
献
は
、『
諸
家
系
図
纂
』「
野
州
佐
野
系
図
」
の
「
田
原
又

太
郎
、
宇
治
川
先
陣
」
⒆
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
成
立
時
期
は
不
明
で
、
そ
の
呼
称
が
『
平
家
』
成
立
以
前
に
遡
る
か
未
確
認
で
あ
る
。

ま
た
連
想
の
連
続
に
よ
る
交
代
は
目
下
、
実
証
困
難
で
、
説
得
力
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、
諸
説
の
検
討
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須
藤
聡
氏
は
忠
清
配
下
に
実
際
、
足
利
忠
綱
及
び
一
族
が
渡
河
し
て
ゐ
た
可
能
性
を
想
定
す
る
⒇
。
野
口
氏
論
で
は
、
渡
河
し
た
軍
勢

が
古
記
録
で
は
少
数
で
、
物
語
の
足
利
一
族
の
同
伴
と
背
馳
す
る
と
す
る
が
、『
愚
管
抄
』
に
は
「
大
勢
ニ
テ
馬
イ
カ
ダ
ニ
テ
宇
治
川
ワ

タ
シ
テ
ケ
レ
バ
」
と
あ
る
か
ら
、
軍
勢
の
多
寡
は
不
明
で
、
足
利
一
門
・
郎
等
を
含
み
得
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ら
う
。
し
か
し

端
的
に
足
利
忠
綱
の
こ
の
時
の
渡
河
の
確
認
は
困
難
で
あ
る
。
高
倉
寺
本
『
平
家
』
巻
四
�
で
は
、
足
利
忠
綱
の
名
乗
り
の
次
に
、

か
や
う
に
無
官
無
位
成ナ

ル

者
の
、
宮
に
向
奉
て
弓
を
引
、
矢
を
放
さ
ん
事
、
冥
加
の
ほ
と
も
、
其
恐
不
レ
少
候
へ
と
も
、
平
家
太
政
入

道
殿
御
身
の
上
に
て
こ
そ
候
ハ
ん
す
れ
、
宮
の
御
か
た
に
我
と
思
ハ
ん
人
〻
勧
め
、
見
参
せ
ん
と
て
、
平
等
院
の
門
の
内
へ
責
め
入

け
る
、
上
総
介
忠
清
も
う
ち
入
た
り
、
宇
治
川
早
し
と
申
せ
と
も
、
馬
人
せ
か
れ
て
水
は
上
に
そ
た
ゝ
え
た
る
（
下
略
、
官
兵
流
落
）

と
別
に
忠
清
の
渡
河
が
あ
る
が
、
同
本
が
史
実
の
忠
清
渡
河
を
別
に
付
加
し
た
可
能
性
を
考
へ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

　

対
し
て
日
下
力
氏
は
、『
平
家
』
に
は
西
国
武
士
の
惰
弱
と
東
国
武
士
の
剛
健
と
を
対
比
さ
せ
る
意
図
が
あ
り
、
判
官
忠
綱
か
ら
同
名

の
足
利
忠
綱
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
と
し
、物
語
で
足
利
忠
綱
が
渡
河
中
持
ち
出
す
、利
根
川
を
挟
ん
だ
足
利
秩
父
の
戦
ひ
は
事
実
で
、「
そ

の
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
た
足
利
氏
の
、
半
ば
伝
説
化
さ
れ
て
い
た
若
武
者
」
を
登
場
さ
せ
た
と
し
た
�
。
確
か
に
『
吾
妻
鏡
』
養
和
元

年
閏
二
月
二
十
五
日
条
に
は
、
足
利
忠
綱
の
伝
と
し
て
、

是
末
代
勇
士
也
、
三
事
越
人
也
、
所
謂
一
其
力
対
百
人
也
、
二
其
声
響
十
里
也
、
三
其
歯
一
寸
也
云
々

と
あ
る
記
事
内
容
は
誇
張
を
含
む
か
ら
、
日
下
氏
論
の
如
く
同
人
の
伝
説
化
を
見
る
事
は
正
し
い
�
。

　

し
か
し
『
平
家
』
諸
本
全
て
に
共
通
す
る
が
、
足
利
忠
綱
の
語
る
利
根
渡
河
は
、
新
田
入
道
の
勲
功
で
あ
る
。

昔シ

、
秩チ
ヽ
ブ父

与ト

二
ト
足
利カ
ヽ
ト
違
レ
ヒ
テ
中
ヲ
、
有
二
シ
度
々
ノ
合
戦
一
ノ
時
、
武
蔵
ト
上
野
ト
ノ
境
ニ
、
云
二
利ト

根ネ

河
一
ト
有
二
大
河
一
、
寄
ス
ル
時
、

尋
レ
テ
瀬
ヲ
渡
シ
ケ
ル
カ
、
落
ル
時
ハ
不
レ
嫌
二
淵
瀬
一
ヲ
渡
リ
ケ
レ
ト
モ
人
モ
不
レ
死
、
馬
モ
不
レ
流
レ
、
自
二
足
利
一
寄
二
秩
父
一
時
、
語
二
ヒ
ツ
ヽ

上
野
ノ
国
ノ
新
田
入
道
一
、
為
二
搦
手
ノ
大
将
軍
一
ト
、
大
手
ハ
為
二
□
長
井
ノ
渡
、
搦
手
□
云
二
杉
渡リ
一
ト
処
ヲ
、
欲
レ
渡
、
自
二
秩
父
方
一

舩□

ヲ
引
上
ケ
、
為シ

二
ケ
レ
ハ
打
破
一
ナ
ン
ト
、
不
レ
得
二
渡
ル
事
一
ヲ
、
新
田
ノ
入
道
申
ケ
ル
ハ
、
被
レ
憑□
レ
□
人
、
為
二
大
将
軍
一
ヲ
程
ニ
テ
不
レ
渡

二
此
河
一
ヲ
、
引
ヘ
テ
可
レ
キ
有
无
レ
シ
様
、
溺ヲ
ホ

レ
レ
テ
水
ニ
死
テ
コ
ソ
流
二
メ
ト
テ
方弓

矢
取
リ
名
一
ヲ
モ
、
五
百
余
騎
組
二
テ
馬
髪
一
ヲ
渡
シ
ケ
ル
ト
ハ
凡
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ヘ
聞
ケ
、
昔シ
モ
渡
シ
ケ
レ
ハ
コ
ソ
、
坂
東
太
郎
ハ
得
レ
タ
ル
名
ヲ
渡
シ
ケ
メ
利
根
河
一
ヲ
、
見
二
ニ
此
河
一
ヲ
、
児コ

屋ヤ

板
渡
、
不
レ
倍
二
ラ
幾
良
程
一
モ

物
ヲ
（
四
部
本
巻
四
）

と
、
足
利
側
の
援
軍
の
新
田
義
重
の
敢
行
で
あ
る
か
ら
、
日
下
氏
論
の
如
く
は
、
こ
の
新
田
入
道
の
渡
河
が
『
平
家
』
の
足
利
忠
綱
の
渡

河
に
直
接
影
響
を
与
へ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
合
戦
が
齎
し
た
足
利
忠
綱
の
武
名
が
、『
平
家
』
に
於
け
る
交
換
の
契
機
で
あ
つ
た
と

説
明
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。

　

し
か
し
利
根
河
合
戦
の
及
ぼ
し
た
足
利
忠
綱
の
声
名
、
及
び
そ
れ
が
『
平
家
』
に
影
響
を
及
ぼ
す
過
程
を
確
認
出
来
る
だ
ら
う
か
。
野

口
氏
論
が
推
測
す
る
様
に
、
藤
姓
足
利
氏
に
も
家
伝
が
あ
つ
た
可
能
性
は
あ
る
が
、
現
在
、
そ
れ
を
確
認
出
来
な
い
。
然
る
に
足
利
氏
が

利
根
川
を
渡
つ
た
と
す
る
『
平
家
』
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
寿
永
三
年
正
月
の
東
国
軍
が
宇
治
川
を
挟
み
、
義
仲
軍
と
対
峙
し
た
時
、
同
じ
く
迂
回
を
提
案
し
て
見
せ
た
大
将
軍
義
経
に
対

す
る
畠
山
重
忠
の
言
葉
に
見
え
る
。

水
上
ハ
近
江
ノ
水
海
ナ
レ
ハ
、
比
良
ノ
高
根
ノ
雪
ケ
ノ
水
、
マ
ツ
ト
モ
〳
〵
ヨ
モ
尽
シ
、
上
野
国
ニ
大
河
二
ア
リ
、
北
山
ヨ
リ
流
タ
ル
ハ
利
根

河
ト
名
ケ
、
西
山
ヨ
リ
流
レ
タ
ル
ハ
安
加
妻
河
ト
名
タ
リ
、
渋
河
ト
云
所
ヨ
リ
二
ノ
河
一
ニ
ナ
リ
テ
下
野
国
ヘ
流
レ
タ
リ
、
昔
在
中
将
ノ
ム

レ
ヰ
テ
、
イ
サ
コ
ト
ヽ
ハ
ム
ミ
ヤ
コ
ト
リ
ト
ナ
ム
、
ヨ
ミ
タ
リ
ケ
ル
角
田
河
ト
申
ハ
、
此
河
ノ
事
也
、
坂
東
太
郎
ト
テ
関
東
第
一
ノ
大

河
也
、
サ
レ
ト
モ
去
治
承
元
年
三
月
ノ
比
、
春
雨
幽
々
ト
シ
テ
、
山
ノ
雪
水（

カ
）
ト
有
ケ
ル
ニ
、
宇
治
河
ヲ
足
利
又
太
郎
俊
綱
ハ
生
年
十
七

才
ニ
テ
先
陳
ヲ
ワ
タ
シ
タ
リ
キ
、
十
七
歳
ノ
小
冠
タ
ニ
モ
渡
シ
タ
リ
ケ
ル
ソ
カ
シ
、
又
太
郎
ト
テ
モ
鬼
神
ニ
テ
ハ
ヨ
モ
ア
ラ
シ
、
凡
夫
ニ
テ

コ
ソ
有
ラ
メ
ト
思
テ
、
重
忠
モ
大
洪
水
ノ
時
、
タ
ヒ
〳
〵
彼
ノ
角
田
河
ヲ
渡
タ
ル
コ
ト
侍
キ
、
況
ヤ
此
河
ヲ
ミ
ル
ニ
、
彼
角
田
河
ホ
ト
ハ

ヨ
モ
ア
ラ
シ
（
延
慶
本
五
本
「
兵
衛
佐
ノ
軍
兵
等
付
宇
治
勢
田
事
」）

三
、
足
利
氏
の
渡
河
勲
功
譚
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を
見
る
に
、
重
忠
は
足
利
俊
綱
の
利
根
川
の
渡
河
引
き
合
ひ
に
出
す
が
、
最
後
に
傍
線
を
見
る
に
宇
治
川
の
事
と
さ
れ
、
前
後
撞
着
す
る
。

他
本
の
当
該
箇
所
で
は
、

か
ね
て
し
ろ
し
め
さ
れ
ぬ
海
川
の
、
に
は
か
に
い
て
き
た
ら
は
こ
そ
、
ひ
か
へ
て
か
く
と
も
申
さ
め
、
こ
の
河
、
近
江
の
水
海
の
す

ゑ
な
れ
は
、
ま
つ
と
も
更
に
ひ
ま
し
、
た
れ
か
は
橋
を
も
わ
た
し
て
ま
い
ら
す
へ
き
、
こ
の
河
の
て
い
を
み
る
に
、
馬
の
あ
し
た
ゝ

ぬ
所
五
六
た
ん
に
は
よ
も
す
き
し
、
高
倉
宮
の
御
時
、
足
利
又
太
郎
も
わ
た
せ
は
社
わ
た
し
け
め
、
神
の
な
り
て
は
よ
も
わ
た
さ
し
、

い
て
〳
〵
重
忠
せ
ふ
み
つ
か
ま
つ
ら
ん
（
長
門
本
巻
十
六
「
高
綱
宇
治
河
渡
事
」）

と
、
治
承
の
足
利
忠
綱
の
宇
治
川
渡
河
に
言
及
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　

治
承
元
年
に
十
七
歳
と
あ
る
の
は
、
父
俊
綱
で
は
『
平
家
』
の
忠
綱
の
年
齢
と
近
過
ぎ
る
の
だ
が
、
又
太
郎
の
仮
名
の
一
致
か
ら
す
る

と
、
こ
れ
は
親
子
を
混
同
し
て
ゐ
る
と
解
さ
れ
る
。
親
子
の
混
乱
は
同
時
代
の
記
録
の
『
玉
葉
』
治
承
四
年
九
月
十
一
日
条
に
も
、

足
利
太
郎
〔
故
利
綱
子
云
々
〕
等
与
力

と
、
又
太
郎
の
仮
名
が
父
の
そ
れ
と
同
じ
く
「
太
郎
」
と
記
さ
れ
、
日
蓮
遺
文
の
「
冨
城
入
道
殿
御
返
事
」
に
は
、

昔
利
綱
・
高
綱
等
が
渡
せ
し
時
に
は
無
可
似
�

と
、
俊
綱
が
宇
治
川
を
渡
つ
た
と
さ
れ
る
。
今
成
元
昭
氏
は
、
日
蓮
の
誤
記
で
は
な
く
、
延
慶
本
と
の
一
致
か
ら
す
る
と
、
共
通
の
俊
綱

宇
治
川
渡
河
の
伝
承
が
存
在
し
た
と
し
、「
足
利
一
族
の
種
々
の
渡
河
武
勲
談
が
「
平
家
物
語
」
以
前
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
中
に
俊
綱
の
渡
河
談
や
、
俊
綱
と
忠
綱
と
を
混
同
し
た
伝
承
が
在
っ
た
で
あ
ろ
う
」
�
と
論
ず
る
。

　

し
か
し
延
慶
本
と
日
蓮
が
採
用
し
た
共
通
の
足
利
俊
綱
の
宇
治
川
渡
河
伝
承
が
あ
つ
た
と
す
る
見
解
に
は
賛
成
出
来
な
い
。
延
慶
本
と

日
蓮
が
別
に
両
者
を
混
同
し
た
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
或
は
延
慶
本
の
記
事
は
、『
平
家
』
の
宇
治
川
の
足
利
忠
綱
渡

河
を
改
変
し
た
も
の
だ
ら
う
か
。
し
か
し
延
慶
本
が
そ
の
日
付
を
「
治
承
元
年
三
月
」・「
春
雨
」（
波
線
）
と
す
る
点
、
治
承
四
年
五
月

の
そ
れ
と
背
馳
し
、
単
純
な
竄
入
と
は
出
来
な
い
し
、『
平
家
』
で
は
治
承
四
年
の
時
点
の
忠
綱
の
年
齢
が
十
七
と
さ
れ
る
か
ら
、
先
の

利
根
川
と
宇
治
川
の
混
同
以
外
に
も
、
拙
劣
な
改
変
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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寧
ろ
延
慶
本
本
文
は
宇
治
川
と
あ
る
部
分
を
除
け
ば
、
矛
盾
が
無
い
。
こ
れ
は
利
根
川
合
戦
の
足
利
（
又
）
太
郎
渡
河
伝
承
が
『
平
家
』

に
採
り
入
れ
ら
れ
た
後
、
最
後
に
宇
治
川
を
差
し
挟
ん
だ
為
、
延
慶
本
本
文
に
矛
盾
が
生
じ
た
と
解
す
れ
ば
よ
い
。
同
時
に
そ
れ
が
足
利

忠
綱
の
宇
治
川
渡
河
に
転
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
筆
者
は
足
利
忠
綱
宇
治
川
渡
河
説
成
立
が
説
明
可
能
と
見
る
も
の
で
あ
る
。

　

『
平
家
』
に
は
利
根
川
合
戦
に
お
け
る
足
利
親
子
の
動
向
は
不
明
で
あ
る
が
、
新
田
義
重
子
孫
の
房
州
里
見
氏
伝
来
の
系
図
の
脇
書
に

関
係
記
事
が
僅
か
に
見
え
る
。
拙
稿
で
指
摘
し
た
が
�
、
長
楽
寺
本
系
�
に
属
す
る
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
島
津
本
『
源
家
大
系
図
』（
紙
焼

写
真
に
よ
る
。
以
下
、
島
津
本
）
に
、

と
あ
る
が
、
木
曾
義
仲
の
子
が
足
利
忠
綱
の
合
戦
に
関
係
す
る
事
は
状
況
的
に
無
理
が
あ
り
�
、
義
宗
の
左
の
脇
書
は
、
本
来
義
俊
に
付

せ
ら
れ
た
と
推
定
し
、『
平
家
』
に
言
及
さ
れ
る
利
根
川
渡
河
合
戦
を
指
す
と
し
た
。

　

傍
線
部
を
同
系
の
妙
本
寺
蔵
「
源
家
系
図
」（
以
下
、
妙
本
寺
本
）
で
は
「
妻
」
と
し
、『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編　

中
世
三
（
県
内

文
書
二
）』
の
翻
刻
で
は
「
賽
カ
」
と
す
る
が
�
、
残
念
な
が
ら
当
該
地
は
不
明
で
�
、『
平
家
』
の
地
名
と
の
関
係
を
確
認
出
来
な
い
。

　

両
系
図
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
は
検
討
し
な
か
つ
た
が
、
妙
本
寺
本
は
奥
書
よ
り
天
正
七
年
に
日
恩
が
書
写
す
る
が
、
そ
れ

は
里
見
義
堯
所
持
本
を
本
門
寺
の
日
殿
が
書
写
し
た
本
に
基
づ
く
事
が
分
か
る
。
さ
ら
に
佐
藤
博
信
氏
は
義
頼
以
の
字
は
後
筆
で
、
義
堯

木
曽
次
郎
義
仲　
　

義
高
清
水
冠
者
太
郎
嫁
千
靏
姫

　
　
　
　
　
　
　

義
実
鞠
子
次
郎

　
　
　
　
　
　
　

義
基
朝
日
三
郎

　
　
　
　
　
　
　

義
宗
鞠
子
熊
御

　
　
　
　
　
　
　
足
利
又
太
郎
藤
原
忠
綱
合
戦
時
於
妻
子
河
原
討
死
畢

　
　
　
　
　
　
　
歳
十
七
歳

新
田
大
炊
助
義
重　

同
高
林
四
郎
義
俊　
　

伊
賀
守
義
成

号
朝
日
将
軍

法
名
大
炊
助

号
里
見
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所
持
本
は
義
舜
元
服
の
天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
か
ら
同
十
四
年
迄
の
日
殿
の
妙
本
寺
在
寺
の
間
に
成
立
し
た
と
推
定
し
て
ゐ
る
�
。

（
妙
本
寺
本
）

　

し
か
る
に
島
津
本
の
里
見
氏
部
を
見
る
に
、

（
島
津
本
）

義
実　
　
　
　
　

成
義　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
通　
　
　

義
豊

　
　
　
　
　
　
　

成
頼　
　

実
茂　
　

義
繁　
　

実
堯

　
　
　
　
　
　
　

元
迎　
　

源
六

義
堯　
　
　
　
　

義
■　
　
　
　
　
　

義
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
康　
　
　
　

忠
義

刑
部
太
輔　

房
州
大
将
始

七
十
一
逝
去

天
文
二
七
月
ヨ
リ
乱
起　
〔
舜
〕

同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
文
八
年
十
一
月
九
日
ニ
元
服
於
八
幡
宮
也　
　
　

元
和
元
丁

卯

九
月
九
日　

落
城
」

従
十
月
ノ
比
房
州
守
コ　
　
　
　
五

廿
七
才
御
時
也

十
○
才
ノ
御
年
也
、
仮
名
太
郎
殿

陸
奥
守

（
異
筆
）

　
　

「
左
馬
頭

弘　

左
馬
頭

左
衛
門
佐

左
衛
門
佐
、
後
刑
部
太
輔

号
上
総
介

太
郎

義
実　
　
　
　
　
　

成
義　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
通

　
　
　
　
　
　
　
　

成
頼　
　

実
茂　
　

義
繁　
　
　

義
豊

　
　
　
　
　
　
　
　

元
迎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
堯

天
文
二
七
月
ヨ
リ
乱
起　
　
　

天
文
八
年
十
一
月
九
日
於
八
幡
宮

義
堯　
　
　
　
　

義
舜

従
十
月
比
房
州
守
護　
　
　
　

元
服
ナ
リ
詠
名
太
郎

廾
七
歳
ノ
時
也

刑
部
大
輔　

房
州
大
将
始

左
衛
門
佐
後
刑
部
大
輔
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と
、
正
に
義
舜
に
留
ま
る
。
但
し
里
見
氏
増
補
以
外
の
記
事
は
両
本
で
異
な
り
、
他
本
に
近
い
所
が
あ
る
か
ら
、
島
津
本
が
義
堯
所
持
本

で
あ
つ
た
か
、
別
に
考
証
す
る
予
定
で
あ
る
が
�
、
問
題
記
事
を
持
つ
の
は
目
下
、
島
津
本
・
妙
本
寺
本
の
二
本
の
み
で
、
問
題
の
記
事

は
里
見
氏
の
始
祖
伝
承
を
室
町
後
期
に
増
補
し
た
可
能
性
が
あ
る
。　
　
　
　

　

そ
の
成
立
時
期
は
何
処
迄
遡
れ
る
か
不
明
で
、
且
つ
近
世
成
立
の
系
図
で
は
義
俊
の
伝
記
、
享
年
が
区
々
で
あ
つ
た
。『
鑁
阿
寺
新
田

足
利
両
家
系
図
』
�
で
は
、
建
久
四
年
八
月
に
頼
朝
に
よ
り
安
房
守
護
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
り
、
藤
原
直
臣
編
『
雑
家
系
図
』
三
「
里
見

系
図
」（
安
房
杖
珠
院
蔵
）
で
は
、「
元
久
元
年
四
ノ
八
卒
」、
寺
田
右
京
進
等
書
上
と
あ
る
『
西
上
野
板
花
八
幡
城
主
里
見
系
』
で
は
「
承

久
三
年
十
七
日
死
ス
」、
間
鍋
藩
家
老
里
見
内
記
本
『
里
見
家
譜
』
で
は
「
貞
応
年
中
卒
」
と
あ
る
が
�
、
父
義
重
・
子
の
義
成
、
兄
弟

の
義
範
・
義
兼
・
義
季
が
『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
、
特
に
寵
臣
の
義
成
�
の
父
で
あ
る
義
俊
へ
の
言
及
が
無
い
事
は
、
頼
朝
挙
兵
以
前
に
死

亡
し
て
ゐ
た
と
見
る
べ
き
だ
ら
う
�
。
大
野
太
平
氏
は
「
嘉
応
二
年
十
一
月
五
日
卒
」
を
そ
の
候
補
と
す
る
が
、
典
拠
不
明
で
あ
る
�
。

然
る
に
南
北
朝
頃
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
�
の
義
俊
の
脇
書
に
も
、

と
、
義
俊
の
戦
死
記
事
が
あ
り
、
こ
ち
ら
は
俊
綱
と
あ
る
が
、「
与
」
の
使
用
法
か
ら
、
同
時
で
『
平
家
』
の
新
田
入
道
渡
河
時
の
合
戦

を
指
す
と
考
へ
た
�
。

　

或
は
前
掲
四
部
本
の
宇
治
川
合
戦
に
「
有
二
シ
度
々
ノ
合
戦
一
ノ
時
」
と
あ
り
、
藤
姓
足
利
氏
と
新
田
氏
と
の
関
係
悪
化
の
可
能
性
�
を

考
慮
す
る
と
、
両
者
敵
対
の
別
時
の
合
戦
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
こ
に
足
利
忠
（
利
）
綱
利
根
川
渡
河
伝
承
が
あ
つ
た
か
、
或

義
実　
　
　
　
　
　

成
義　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
通

　
　
　
　
　
　
　
　

成
頼　
　

実
茂　
　

義
繁　
　
　

義
豊

　
　
　
　
　
　
　
　

元
迎　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
堯

天
文
二
七
月
ヨ
リ
乱
起　
　
　

天
文
八
年
十
一
月
九
日
於
八
幡
宮

義
堯　
　
　
　
　

義
舜

従
十
月
比
房
州
守
護　
　
　
　

元
服
ナ
リ
詠
名
太
郎

廾
七
歳
ノ
時
也

刑
部
大
輔　

房
州
大
将
始

左
衛
門
佐
後
刑
部
大
輔

義
俊

高
林
二
郎

与
足
利
太
郎
藤

俊
綱
合
戦
之
時
被
打
了
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は
そ
れ
を
派
生
す
る
足
利
親
子
の
関
与
が
あ
る
と
見
て
、『
平
家
』
の
治
承
の
足
利
忠
綱
の
宇
治
川
渡
河
譚
成
立
の
理
路
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

注⑴　

水
原
一
氏
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
考
証
』
一
資
料
編
「
野
村
精
一
氏
蔵
（
野
村
宗
朔
氏
筆
写
本
）」）
に
よ
る
。『
平
家
』
諸
本
中
、
延
慶
本
、

四
部
本
（
巻
四
以
外
）
は
汲
古
書
院
の
影
印
、
長
門
本
は
岡
山
大
学
本
の
翻
刻
（
福
武
書
店
）
に
よ
り
、
赤
間
神
宮
本
の
影
印
（
山
口
新
聞

社
の
影
印
）
を
参
照
。
覚
一
本
は
龍
谷
大
学
善
本
叢
書
の
影
印
、
屋
代
本
は
貴
重
古
典
籍
叢
刊
に
よ
る
。

⑵　
『
保
暦
間
記
』
も
同
（
和
泉
書
院
刊
の
影
印
）。
行
俊
本
（
長
門
切
）
に
も
存
在
し
て
ゐ
た
事
は
、
松
尾
葦
江
氏
「
平
家
物
語
断
簡
「
長
門
切
」

続
考
―
『
軍
記
物
語
論
究
』
付
載
資
料
補
遺
」（『
国
学
院
大
学
で
中
世
文
学
を
学
ぶ　

第
二
集
』〔
平
成
二
十
一
年
三
月
〕）・
同
氏
「
長
門

切
か
ら
わ
か
る
こ
と
―
平
家
物
語
成
立
論
・
諸
本
論
の
新
展
開
―
」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
一
八
ノ
五
〔
平
成
二
十
九
年
五
月
〕）
参
照
。

⑶　

十
六
歳
と
す
る
の
が
文
禄
本
（
日
本
古
典
文
学
会
の
影
印
）。
十
八
歳
と
す
る
の
が
中
院
本
（『
校
訂　

中
院
本
平
家
物
語
』）・
百
二
十
句
本

（
汲
古
書
院
の
影
院
）。

⑷　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
『
大
中
臣
氏
略
系
図
』
に
「
深
栖
太
郎
〔
前
足
利
一
門
也
〕」（
網
野
善
彦
氏
『
日
本
中
世
史
料
学
の
課
題
』
第
一
部
第
二

章
「
桐
村
家
所
蔵
「
大
中
臣
氏
略
系
図
」」〔
平
成
八
年
三
月
〕）
と
見
え
る
。

⑸　

野
口
実
氏
「
橋
合
戦
に
お
け
る
二
人
の
忠
綱
」（『
文
学
』
刊
第
三
巻
四
号
〔
平
成
十
四
年
七
月
〕）。
以
下
、
野
口
氏
論
と
す
る
。

⑹　

延
慶
本
二
中
「
南
都
大
衆
摂
政
殿
ノ
御
使
退
帰
事
」・『
源
平
盛
衰
記
』
巻
十
五
「
南
都
騒
動
始
」

⑺　

『
伊
佐
早
謙
採
集
文
書
』
八
『
諸
家
文
書
』
に
よ
る
（
東
大
史
料
編
纂
所
の
電
子
公
開
）。

⑻　

図
書
寮
叢
刊
に
よ
る
。
次
の
『
山
槐
記
』
は
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。

⑼　

忠
景
が
忠
清
の
前
名
で
あ
る
事
は
、
延
慶
本
に
「
忠
清
カ
本
名
ヲ
ハ
忠
景
ト
云
ケ
レ
ハ
」（
二
末
「
京
中
ニ
落
書
ス
ル
事
」）
と
あ
る
が
、
こ

れ
は
、『
山
槐
記
』
治
承
四
年
十
一
月
六
日
条
、『
愚
昧
記
』
治
承
元
年
四
月
十
五
日
条
・
五
月
十
三
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）
よ
り
確
認
出

来
る
。

⑽　

大
島
幸
雄
・
細
谷
勘
資
・
木
本
好
信
氏
編
『
親
経
卿
記
』。

⑾　

①
巻
八
「
三
月
十
二
日
合
戦
事
」・
②
巻
十
四
「
将
軍
御
進
発
大
渡
山
崎
等
合
戦
事
」・
③
巻
二
十
八
「
三
隅
入
道
謀
叛
事
」
に
「
足
利
又
太
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郎
」
の
宇
治
渡
河
が
見
え
る
（
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
）。
主
要
諸
本
同
じ
。

⑿　

観
智
院
本
『
銘
尽
』「
正
恒
」
に
、「
足
利
又
太
郎
忠
綱
宇
治
河
の
合
戦
の
時
、
是
を
帯
す
、
縄ツ

ナ

切
云
々
」（
国
会
図
書
館
の
電
子
公
開
）
と

あ
り
、
建
武
五
年
成
立
の
明
徳
三
年
本
『
銘
尽
』「
正
恒
」
に
も
「
足
利
又
太
郎
忠
綱
宇
治
川
渡
時
ノ
太
刀
」（
個
人
蔵
）
と
あ
る
。

⒀　

正
宗
寺
蔵
『
諸
家
系
図
』
下
（
そ
の
忠
綱
の
脇
書
に
「
為
頼
朝
死
」
と
あ
る
（〔
東
大
史
料
編
纂
所
の
摸
本
の
電
子
公
開
〕）・『
朴
沢
氏
系
図
』

『
仙
台
市
史　

資
料
編　

古
代
・
中
世
』
所
収
『
朴
沢
（
憲
行
）
家
文
書
』
一
・『
佐
藤
氏
系
図
』（『
三
重
県
史　

資
料
編　

中
世
二
』
所

収
『
佐
藤
文
書
』
一
）
に
も
見
え
な
い
。

⒁　

『
百
錬
抄
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）・『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
五
月
十
五
日
条
。

⒂　

『
吾
妻
鏡
』
治
承
四
年
四
月
九
日
条
及
び
同
二
十
七
日
条
所
収
の
令
旨
の
日
付
。

⒃　

延
慶
本
で
は
二
十
八
日
（
二
中
「
平
家
ノ
使
宮
ノ
御
所
ニ
押
寄
事
」）。

⒄　

『
伝
説
の
将
軍　

藤
原
秀
郷
』
八
２
「
俵
藤
太
秀
郷
の
造
形
」（
平
成
十
三
年
十
二
月
）

⒅　

佐
久
間
弘
之
氏
「
俵
藤
太
伝
説
と
秀
郷
流
藤
原
氏
」（
野
口
実
氏
『
小
山
氏
の
成
立
と
発
展
』〔
平
成
二
十
八
年
九
月
〕
所
収
）

⒆　

内
閣
文
庫
本
に
よ
る
。『
諸
家
系
図
纂
』
所
収
「
佐
野
阿
曽
沼
系
図
」・「
佐
野
松
田
系
図
」
で
は
「
足
利
又
太
郎
」
の
み
。

⒇　
「
下
野
藤
姓
足
利
一
族
と
清
和
源
氏
」（
高
橋
修
氏
編
『
実
像
の
中
世
武
士
団　

北
関
東
の
も
の
の
ふ
た
ち
』〔
平
成
二
十
二
年
八
月
〕
所
収
）。

�　

天
理
大
学
図
書
館
蔵
。
紙
焼
写
真
に
よ
る
。
本
文
は
私
に
読
点
を
施
し
た
。

�　

『
平
家
物
語
転
読
』
第
二
章
「
人
間
の
描
出
―
以
仁
王
事
件
」（
平
成
十
八
年
四
月
）

�　

中
世
末
期
に
は
成
立
し
て
ゐ
た
『
百
姓
縁
起
』
の
義
国
の
脇
書
に
は
、「
康
和
三
年
正
月
七
日
、
義
国
十
三
、
足
利
太
郎
藤
原
俊
綱
引
卒
而

佐
竹
冠ク

ワ
ン
シ
ヤ者

義
昌
伐ハ
ツ

ス
ト
云
々
」（
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
、
慶
長
二
十
年
写
『
本
朝
四
姓
系
図
』
一
巻
に
よ
る
。
内
閣
文

庫
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
所
収
の
天
正
十
七
年
奥
書
本
で
は
脇
書
が
な
い
『
百
姓
縁
起
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
安
日
説
話
の
展
開
―
真
名

本
『
曽
我
物
語
』
揺
蕩
―
」〔『
国
語
国
文
』
七
十
五
ノ
十
二
、
平
成
十
八
年
十
二
月
〕
参
照
）。
そ
こ
に
悪
源
太
義
平
の
年
若
で
の
軍
功
説

話
に
類
似
す
る
説
話
が
見
え
る
訳
だ
が
、
こ
れ
は
、
義
国
が
足
利
基
綱
に
婿
入
す
る
と
し
た
源
姓
足
利
氏
創
生
説
話
（
拙
稿
「
平
安
末
期
足

利
・
新
田
氏
考
証
補
遺
」
注
�
〔『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
五
十
五
、
平
成
三
十
一
年
十
二
月
〕）
の
展
開
で
あ
る
。
同
系
図

の
「
藤
原
系
図
」
に
も
俊
綱
と
忠
綱
の
間
に
、
そ
の
未
確
認
の
基
綱
が
見
え
る
（
天
正
十
七
年
奥
書
本
で
は
脇
書
が
な
い
）。

�　

『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
四
九
一
「
日
蓮
書
状
」（
弘
安
四
年
十
月
）。
ま
た
『
百
姓
縁
起
』「
侍
名
字
古
今
不
同
有
之
」
に
も
、

　
　

足
利
俣
俣
太
郎
ト
者
、
藤
原
ノ
俊
綱
朝
臣
ノ
ヿ
也
、
秀
郷
七
代
孫
也
（
天
正
十
七
年
奥
書
本
）
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と
見
え
る
（
慶
長
二
十
年
本
傍
線
な
し
）。

�　

『
平
家
物
語
流
伝
考
』
前
篇
第
三
章
第
三
節
「
宇
治
川
先
陣
談
か
ら
」（
昭
和
四
十
六
年
三
月
）

�　

注
�
の
拙
稿
参
照
。

�　

拙
稿
「
長
楽
寺
本
『
源
氏
系
図
』
成
立
試
論
」（『
山
形
県
立
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
三
〔
平
成
十
八
年
三
月
〕）。

�　

義
宗
の
実
在
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
で
は
「
建
久
五
後
八
十
九
被
切
了
、
卅
一
才
」
と
あ
る
。
拙
稿
「
義
仲
最
期

の
周
辺
」（『
米
沢
国
語
国
文
』
三
十
三
〔
平
成
十
六
年
十
二
月
〕）
参
照
。

�　

『
妙
本
寺
典
籍
』
六
「
源
家
系
図
」
の
翻
刻
に
よ
る
。

�　

中
世
の
利
根
川
の
渡
河
地
点
に
つ
い
て
は
斎
藤
慎
一
氏
「
鎌
倉
街
道
上
道
と
北
関
東
」（
浅
野
晴
樹
・
斎
藤
慎
一
氏
編
『
中
世
東
国
の
世
界

１　

北
関
東
』〔
平
成
十
五
年
十
二
月
〕）・
簗
瀬
大
輔
氏
「
新
田
荘
の
国
境
河
川
地
域
」（
田
中
大
樹
氏
編
『
上
野
新
田
氏
』〔
平
成
二
十
三

年
六
月
〕
所
収
）
を
参
照
。

�　

『
中
世
東
国
政
治
史
論
』
第
四
部
第
四
章
「
妙
本
寺
本
「
源
家
系
図
」
と
里
見
義
堯
」（
平
成
十
八
年
十
月
）

�　

「
長
楽
寺
本
『
源
氏
系
図
』
成
立
試
論
補
考
」（
近
時
発
表
予
定
）

�　

『
新
田
義
貞
公
根
本
史
料
』
所
収
。

�　

以
上
三
書
共
に
東
大
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
に
よ
る
。

�　

『
吾
妻
鏡
』
文
暦
元
年
十
一
月
二
十
八
日
条
。

�　

久
保
田
順
一
氏
『
中
世
前
期
上
野
の
地
域
社
会
』
第
一
部
第
三
章
「
新
田
一
族
の
家
の
成
立
と
女
性
」（
平
成
二
十
一
年
十
月
）

�　

『
房
総
里
見
氏
の
研
究
』
第
二
章
一
「
里
見
氏
の
出
自
」（
昭
和
八
年
十
一
月
）

�　

秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
。
拙
稿
「
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
短
期
大
学
附
属
生

活
文
化
研
究
所
報
告
』
二
十
七
〔
平
成
十
二
年
三
月
〕）
参
照
。
同
系
の
上
杉
博
物
館
蔵
『
須
田
系
図
』
に
も
同
文
あ
り
。

�　

拙
稿
「
新
田
義
重
一
族
伝
雑
々
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
十
七
〔
平
成
二
十
三
年
十
二
月
〕）。
尚
、
大
系
本
『
尊
卑
』

の
義
俊
に
は
「
号
里
見
」、
彰
考
館
蔵
『
太
平
記
系
図
』（
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
）
に
は
「
里
見
」
の
脇
書
が
あ
り
、
戦
国
時
代
成
立
の
甲

神
社
蔵
『
源
氏
系
図
』
で
は
「
里
見
太
郎
」
と
あ
る
が
、
前
述
の
島
津
本
・
妙
本
寺
本
・
北
酒
出
本
・『
須
田
系
譜
』
や
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
『
帝

皇
系
図
』（
紙
焼
写
真
）・
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
蔵
佐
竹
本
『
尊
卑
』・
山
口
県
公
文
書
館
冷
泉
本
『
渋
川
系
図
』
で
は
、「
高
（
竹
）

林
」
が
名
字
で
、
里
見
の
脇
書
が
見
え
な
い
事
に
注
意
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
『
古
系
図
集
』〔
電
子
公
開
〕・
上
杉
博
物
館
蔵
『
源
家
け
い
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つ
』
の
義
俊
に
は
脇
書
な
し
）。

�　

峰
岸
純
夫
氏
『
中
世
の
東
国　

地
域
と
権
力
』
第
二
章
第
一
節
「
東
国
武
士
の
基
盤
―
上
野
国
新
田
―
」（
平
成
元
年
四
月
）、
須
藤
聡
氏
「
下

野
国
中
世
武
士
団
の
成
立
―
治
承
・
寿
永
の
乱
以
前
の
実
状
」（
橋
本
澄
朗
・
千
田
孝
明
氏
編
『
知
ら
れ
ざ
る
下
野
の
中
世
』
所
収
〔
平
成

十
七
年
五
月
〕）。
野
口
実
氏
は
京
武
者
の
在
地
経
営
が
在
地
豪
族
と
対
立
を
来
し
た
と
、
当
時
の
構
造
的
現
象
を
指
摘
す
る
（「
豪
族
的
武

士
団
の
成
立
」〔
元
木
泰
雄
氏
編
『
日
本
の
時
代
史　

七　

院
政
の
展
開
と
内
乱
』（
平
成
十
四
年
十
二
月
）
所
収
〕）。
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